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大学・研究機関における
安全保障貿易管理に関する事例集

［機微度調査編］

令和6年11月

経済産業省
安全保障貿易管理課

「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）」関連資料
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機微度調査とは

はじめに

◼ 各大学や研究機関（以下、「大学等」）が取扱う技術および貨物（以下、「技術等」）を適切に管理するために、外為法の規

制対象となる技術等はどのようなものがあるのか、そのような技術等はどの研究室や部署等で扱われているのかをあらかじめ把握

することが推奨されます。

◼ また、学内の輸出管理体制を整備するにあたり、大学等が扱う技術等がリスト規制対象か否かにより、外国為替及び外国貿易

法（以下外為法）（輸出者等遵守基準）で義務とされる対応事項も異なります。法令に沿った体制整備を行って頂く観点か

らも、保有する技術等のリスト規制への適否を確認することが推奨されます。

◼ 上記取組を行う上では、研究室ホームページや学内データベース等の確認のほか、各教員や研究職員への調査票の送付による確

認も有益な方法の一つです。本事例集では当該調査を「機微度調査」と称します。

◼ 「何を管理しなければならないか」、「どれが規制の対象となる技術なのか」など学内で保有している技術等の概要を把握することは、

該非判定や許可取得に費やす時間や労力、法令違反に問われるリスクを低減することに繋がります。

◼ 規模の小さな大学においては、調査を通じてリスト規制技術等の保有状況を予め把握することで、効率的な管理を行うことも可能

です。また、大規模大学において、調査結果を日々の輸出管理に活用している例もあります。

◼ 教員等の研究内容の更新や研究の深化により、リスト規制技術に到達する場合もあるため、調査を行う場合は毎年実施する事

が有効です。

◼ 調査自体は義務ではありませんが、外為法に基づく輸出管理を効果的・効率的に行う上で推奨される取組として、調査の負担と

日々の管理の効率化によるメリット等を勘案し、導入について検討してください。
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本事例集の位置づけと構成

はじめに

◼ 本事例集は、大学等が機微度調査の導入や運用改善を検討する際のヒントとなるよう、同調査を定期的に実施している大学の

具体的な取組内容を紹介するものです。

◼ 機微度調査の実施方法に正解はありません。本事例集を参考にしつつ、各大学等の事情をふまえた適切な方法で調査を実施し

てください。

機微度調査の主な手法

機微度調査の一般的な考え方と主な手法を紹介します。
Ｓ

• 機微度調査の実施目的

• 機微度調査の手法（複数パターンの提示）

• 機微度調査の調査項目

大学ごとの具体的な取組内容を紹介します。

本資料の構成

事例集

第

１

章

第

２

章
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第１章 機微度調査の主な手法
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調査のフロー

第１章 機微度調査の主な手法

第1章における紹介内容は、本内容に沿った機微度調査の実施を求める趣旨ではなく、

実施手順の代表的なパターンを一例として紹介するものです。

大学等の規模や管理体制、学内事情等に応じた実施方法を検討してください。

◼ 第1章では、機微度調査の実施フローのうち、実施目的、実施手法、調査項目のパターンを紹介します。

◼ 具体的な事例は第2章で紹介します。

機微度調査のフロー

✓ 調査の対象者、実施方法を決定する。
 ※必要に応じ、付随して確認・把握したい内

 容を検討。

✓ 調査項目を設定し、調査票を作成する。

主
な

実
施
事
項

設計 実施

✓ 作成した調査票を用いた調査を実施

し、学内の保有技術等を把握する。

✓ 調査結果を集計する。

✓ 調査結果の評価を行うと共に、管理

体制の改善等を検討する。

本
書
で
詳
し
く
説
明
・

紹
介
す
る
事
項

実施目的 実施手法

実施にあたっての工夫例 結果の活用例

結果の整理、活用

調査項目
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機微度調査の目的

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 機微度調査の実施目的は、「外為法の規制対象となる技術等の学内の保有状況を把握する」ことです。

◼ 上記に加えて、以下2つを付随的な目的に設定している大学もあります。

① 学内管理の効率化や実効性の改善

② 周知（教員の理解促進等）

機微度調査の実施目的（例）

実施目的 取組例

主
目
的

外為法の規制対象となる技術等の

学内保有状況を把握する

• 学内の研究室等を対象に網羅的な調査を実施し、外為法の規制対象となる技術等の所在を把握

する。

付
随
的
な
目
的

① 学内管理の効率化や実効性の改善

• 該非判定に準ずる確認作業を事前に実施し、学内の研究室のリスク度を決定することで、留学生

等の入口管理の効率化（リスク度が高い研究室への受入れはより慎重に確認する）等の濃淡管

理に活用する。

• リスク度の高い技術を扱う研究室や、教員の理解度が低い研究室を明らかにし、監査対象の研究

室を抽出する上での参考情報とする。

② 周知

（教員の理解促進等）

• 全教員に調査を実施することで、教員の輸出管理に係る意識向上を図る。

• 得られた回答内容の確認を通じて教員の理解度を把握し、理解度が低い研究室を中心に研修等

を実施することを検討する。

• 実地調査を行うことで、顔が見えるコミュニケーションの場を構築し、教員が輸出管理担当に相談しや

すい空気を醸成する。

実施目的



6

機微度調査の目的（参考）

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 大学の輸出管理体制の構築にあたって、外為法の規制対象となる技術等の有無を主観的に判断し、一部の学部を管理対象から

除外する等の対応を行っていないでしょうか。

◼ このような主観的な判断は、管理対象とすべき研究室等（文理問わず）の抜け漏れを発生させる危険性があります。

◼ 機微度調査を通じて、学内における機微技術等の所在を網羅的かつ正確に把握することで、重点的に管理を行うべき研究室等を

特定することができます。

主観的な判断に基づく管理体制（例）

A

研究室

B

研究室

C

研究室

D

研究室

E

研究室

F

研究室

文系研究室であるD、E、F研究室

は機微技術を扱わないだろうから、

審査方法等は簡略化しよう。

機微技術を扱う可能性があるとみ

られる理系研究室のA、B、C研究

室のみを主眼に置いた輸出管理

体制を構築しよう。

理系

理系

理系

文系

文系

文系

客観的な判断（機微度調査）に基づく管理体制（例）

A

研究室

B

研究室

C

研究室

D

研究室

E

研究室

F

研究室

まずはすべての研究室を対象に

機微度調査を実施して、

どの研究室に機微技術があるか

を把握しよう。

理系

理系

理系

文系

文系

文系

実施目的
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機微度調査の主な実施手法

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 本事例集で取り上げた大学では、個々の事情に応じて、以下の4項目に示す選択肢を組み合わせて機微度調査を実施しています。

◼ より網羅的な調査のために、各項目の複数の選択肢を採用することも有効です。

機微度調査の主な実施手法

項目 選択肢 取組例

調査項目

調査対象

実施方法

プロアクティブ型：一斉調査タイプ

プロアクティブ型：本部主体調査タイプ

リアクティブ型

• メールや学内システムを通じて、対象者に調査票等を送付し、回答を集計する。

• 対象となる研究室のHP等で研究内容を調査し、本部でデータベース化する。

• 事前確認シート等の提出があった者を本部でデータベース化する。

追加確認
実地調査

デスク調査

• 回答に不備がある場合等、必要に応じて該当者等と対面で面談を実施する。

• 内容に前年度からの更新がある場合等、該当者の研究内容をHP等で追加調査する。

全学の教員・研究室

一部（理系等）の教員・研究室

• 文理問わず、全教員に対して網羅的に調査を実施する。

• 理系研究室のうち、新設された研究室や研究内容に更新があった研究室等の教員を

対象とする。

その他 • 前年度の同調査で該当者であった教員を対象とする。

次ページ参考

実施手法
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機微度調査の調査項目

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 具体的な調査項目としては、例えば、

① リスト規制貨物・技術を扱っているか

② 「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」及び「通常兵器の開発・製造若しくは使用に用いられるお

それの強い貨物例」（輸出注意事項24第24号）に掲載されている貨物またはこの貨物の設計、製造若しくは使用に係る

技術を保有しているか

③ 外国ユーザーリスト掲載機関から留学生・研究生を受入れているか

等が考えられます。

◼ 実施目的に応じて、監査や、みなし輸出の運用明確化に係る特定類型該当性の調査等の項目を加えることも一案です。

調査項目（例）

項目 具体例

回答者の研究内容
✓ 研究内容の概要

✓ 研究室のホームページのURL 等

リスト規制技術等の

保有状況
✓ （リスト規制対象品目等を別紙に示し）対象となる貨物の保有や技術の研究等の有無

海外の機関との関わり ✓ 海外の機関との共同研究の実施、助成金の受領、研究者等の受入れの有無 等

その他
✓ 特定類型該当者の有無

✓ 事前確認シートの提出件数 等

調査項目
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調査票の構成例

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 学内へのメール配信等で一斉調査を実施する場合の調査票の構成例を紹介します。

◼ なお、調査票の冒頭に、以下のように調査の趣旨・背景を説明している例もあります。

✓ 「本調査は、学内規程第X条に基づき行うものである」

✓ 「本調査は、研究室等の保有技術を把握することで、学内における輸出管理の実効性を上げることを目的としている」

調査票構成（例） 設問（例）

どのような研究を実施しているのか
✓ 「研究室の専門分野や、主な研究内容の概要を記入してください」

✓ 「研究室のHPがあれば、URLを記入してください」

外為法の規制対象となる技術等を保有しているか
✓ 「別紙に示す規制対象品目の装置、機材、試料等の設計、製造技術の研究・開発をしてい

ますか」

✓ 「該当する場合は、その項番を記入してください」

次ページ参考

付随的な調査目的に紐づく追加質問
✓ 「安全保障輸出管理に関するe-learningを受講したことがありますか」

✓ 「留学生や外国人研究者を受入れたことがありますか」

✓ 「研究室に、特定類型に該当する大学院性や研究者等がいますか」

✓ 「研究室で、海外の機関との共同研究を現在実施していますか」

必須/任意

必須

必須

任意

教員/研究室等の

研究内容

保有状況の確認

その他
（実態・実績について）

調査項目
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保有状況の確認例

第１章 機微度調査の主な手法

◼ 規制対象技術等の保有状況の確認には、別紙で規制対象品目を提示し、詳細は経済産業省の該当URLを示すことで回答者の

理解を補助することができます。

設問（例）

設問

別紙に記載の輸出管理規制対象品目の装置、機材、試料等の設計、製造技

術の研究・開発をしていますか？

設計、製造技術の研究・開発をしていれば、その項番を記入してください。

※詳細を確認したい場合は、経済産業省貨物・技術のマトリックス表（URL）を

ご確認ください。

調査項目



11

保有状況の確認例

第１章 機微度調査の主な手法

別紙（例）リスト規制品目の一覧

調査項目
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第２章 事例集
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No 大学 規模 属性 管理体制

調査対象 実施形態 実施方法

実施頻度
全学の教員・

研究室

一部の教員・

研究室
その他 パターン① パターン② パターン③ 書面 実地

1 A大学 大 総合大学 中央集約型 ー ○ ー ○ ー ー ○ ー 年1回

2 B大学 大 総合大学 部局分散型 ー ○ ー ○ ー ー ○
△

必要に応じて

メール

年1回

3 C大学 大 総合大学 部局分散型 ー ○ ー ○ ー ー ○ ー 不定期

4 D大学 中 総合大学 中央集約型 ー ○ ー ー ー ○ ○
△

必要に応じて

聞き取り

必要に応じて

5 E大学 小 総合大学 中央集約型 ○ ー ー ー ○ ー その他
△

必要に応じて

聞き取り

四半期に1回

6 F大学 小 単科大学 中央集約型 ○ ー ー ○ ー ー ○ ー 年1回

7 G大学 中 総合大学 中央集約型 ○ ー ー ○ ー ー ○
△

必要に応じて

聞き取り

3年に1回

8 H大学 小 医科系大学 中央集約型 ○ ー ○ ○ ー ー ○ ー 年1回

事例掲載大学の概要情報

◼ 第2章では、8大学における具体的な取組事例を紹介します。

第２章

概要情報

注）実施形態は、それぞれp.8掲載の実施形態に対応している。パターン①プロアクティブ型：一斉調査タイプ、パターン②プロアクティブ型：本部主体調査タイプ、パターン③リアクティブ型
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事例１ A大学
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基本情報

事例１ A大学

教員数・学生数 教員数 約1,600名

学生数 約16,000名

（内、留学生数 約2,500名）

事前確認件数 約1,400件/年

学部 ■人文科学系

■社会科学系

■自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 大学本部の輸出管理部門が集中管理する中央集約型を採用。基本的に各部局の事務部門は教員との連絡調整のみを実施。

• 国際交流関連部署では、教員が輸出管理責任者と輸出管理マネージャーを担当しており、産学官連携関係部署では教員が輸出管理責任者を、URAが輸出

管理マネージャーを担当。

輸出管理手続
• 輸出管理は事前確認（該非判定を含む）と取引審査の２段階で実施。事前確認では案件の懸念度合いに応じて審査に濃淡を付けており、一次審査で完

了する案件、二次審査で完了する案件、二次審査を経て取引審査まで進む案件に分かれる。

• 一次審査は、 研究者・留学生の受入れ等については国際交流関連部署が、 貨物・技術の管理については産学官連携関係部署がそれぞれ実施。

特徴的な取組等
• 管理手続には電子申請システムを導入しており、事前確認に必要な書類の作成、申請、審査を全てシステム上で実施。取引審査票は電子申請システムを通じ

て自動起票され、同審査票の記入項目の半分程度は事前チェックリストの申請内容から自動転記されるシステムを構築し、書類作成の効率化を図っている。

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

大学の基本情報 管理体制図*

管理体制・方法の概要・特徴

最高責任者

輸出管理統括責任者

輸出管理スーパーバイザー

部局

輸出管理責任者

輸出管理マネージャー

輸出管理責任者

輸出管理マネージャー

教職員 事務部門(関連部署)

部門長

連携

二
次
審
査

一
次
審
査

国際交流関連部署 産学官連携関係部署

連携

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。
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機微度調査

事例１ A大学

調査の実施概要

頻度 年1回（9月~10月）

実施方法 ■書面 □実地 □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 □全研究室/教員

■一部研究室/教員
✓ 理系＋文理融合系の部局に所属する教員

□その他

調査設計の背景

• 本部が認識していなかった学内の潜在的な管理対象技術

等を明確にし、学内の機微技術の保有状況を網羅的に把

握して管理の漏れを防ぐことが目的。

• 調査結果に基づき、①研究内容の機微度、②教員の輸出

管理に対する意識度をそれぞれ3段階で評価し、評価結果

に応じた管理を実施。

• 研究インテグリティ確保の一環として、教員経由での技術流

出の防止に注力することとしたが、理系教員が保有する機

微技術等を把握しておらず、管理漏れによる技術流出が危

惧されていた。

背景

狙い・

工夫

調査票

作成

• 本部にて調査票・回答マニュアル等を作成。

• 対象は、研究室が保有する技術および貨物（自作品に限定）

• 調査項目：
➢ 慎重な管理を要する技術の有無（リスト規制対象等)

➢ 研究者の意識（e-learning受講実績、輸出管理実績等）

• 参考として記載要領・記載例・項番と貨物の対比表等を添付。

調査票

配付

• 学内の学習管理システムに関連資料を掲載し、各部局事務部

門から部局内の教員に回答を依頼。調査対象部局に所属する

全教員が対象。

• 書面調査のみであり、面談による実地調査は原則実施しない。

• 任意回答とし、督促は行わない。

回収・

集計

• システム上で回答された内容を本部がテキストデータで回収し、手

作業で集計。

リスク評価

・活用

• 「研究内容の機微度」と「研究者の意識・輸出管理実績」をそれぞ

れ3段階で評価し、3×3でリスク度を階層化する。

• 「研究内容の機微度」に関する3段階評価の結果のみ部局に通知。

• 階層に応じて5段階の管理レベルを設定し、以下の通り活用：
➢ 濃淡管理：高レベルに区分された場合は、保有技術を非居住者

等に提供する際の電子申請を義務化。低レベル区分の場合は、

一部の電子申請を省略。

➢ 入口管理：高レベル区分の研究室への受入れ事案において、配

置換え等を検討する際の材料とする。

➢ みなし輸出管理の運用明確化：特定類型該当者の受入れ時に、

受入れ先の技術管理レベルを確認。機微度が高い近隣の研究

室を含め、受入れ後の対応に係る教育を行うべき研究室の抽出

にも活用している。

参考資料1

参考資料2

参考資料3

調査の実施フローとポイント
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参考資料

事例１ A大学

参考資料1 調査票
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参考資料

事例１ A大学

参考資料2 実施の通知文

ポイント：

前年度と変更がない研究室

は回答不要とする
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参考資料

事例１ A大学

参考資料3 リスク評価のマッピング

機

微

度

申請者の輸出管理遵守意識度

高

低低 高

厳重管理

重点管理

通常管理

項目管理

自主管理

ポイント：

• 教職員が保有技術を非居住者等に開示する場合、保有技術の

機微度と法令遵守意識度で濃淡管理

• 留学生受入れ時に、受入れ先の保有技術の機微度と法令遵守

意識度で濃淡管理
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事例２ B大学
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基本情報

事例２ B大学

教員数・学生数 教員数 約3,000名

学生数 約23,000名

（内、留学生数 約2,500名）

事前確認件数 約1000件/年

学部 ■人文科学系

■社会科学系

■自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 部局分散型の管理体制を採用しており、輸出管理責任者を各部局に配置。輸出管理統括責任者の下で本部の研究推進関連部署が全学横断の輸出管理

業務の窓口を担当。本部の輸出管理担当は教員2名、事務職員2名の合計4名。輸出管理マネージャー（専任教員）は輸出管理統括責任者と部局輸出管

理責任者への専門的な助言を実施。

• 各部局の輸出管理責任者は当該部局長が担う。取引を予定する部局内教職員との連絡調整は、各部局で総務、人事、会計、研究推進等を担当する係の

輸出管理担当者が担当。また、各部局に置かれた輸出管理アドバイザーが部局における輸出管理業務を支援している。

輸出管理手続
• 事前確認や取引審査に係る一次審査等は部局輸出管理責任者が実施し、二次審査等は本部の研究推進関連部署の担当者が実施。

特徴的取組等
• 貨物の輸出、技術の提供の全件及び人の受入れに係る機微案件に関しては、部局による一次審査のタイミングで輸出管理マネージャーが下見や助言を実施。

• 安全保障輸出管理委員会には、二次審査の件数が多い部局の輸出管理責任者、人事・国際・研究推進・産学連携等関連の各部署の課長が参画し、年に

数回、監査結果や活動報告等を実施している。

輸出管理体制

□中央集約型

■部局分散型

□その他

大学の基本情報

研究推進関連部署

最高責任者

輸出管理統括責任者

安全保障輸出管理

委員会

全学輸出管理担当窓口 輸出管理マネージャー

助言

部局輸出管理責任者

部局輸出管理担当者

教職員

輸出管理

アドバイザー

事前確認

助言

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

部局

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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機微度調査

事例２ B大学

調査の実施概要

頻度 年1回（1月～5月）

実施方法 ■書面 ■実地（必要に応じて） □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 □全研究室/教員

■一部研究室/教員

理系（実験系）研究室のうち、

✓ 新たに設置された研究室

✓ 教員交代・追加等で研究室の研究内容に変更が

生じた研究室

✓ その他リスク度調査を希望する研究室

※定期的に全研究室を対象として見直し

□その他

調査設計の背景

• あらかじめリスク度の高い研究室を把握しておくことで、受入れ

管理の合理化・迅速化を図ることとした。

• 調査の精度を上げるため、調査実施時に目的や必要性（リ

スト規制改定など）を伝えるようにしていたほか、添付するマト

リックス表は要点のみ記載するようにしていた。

• 特定類型該当性に関連する調査項目も追加。

• 大規模総合大学であり、年間2,000名弱の外国人留学生・

研究者を受入れているが、受入れ人数に対応できるだけの輸

出管理部門の人的リソースの定常的な確保が困難であり、各

留学生等の受入れ時期に合わせる形で、出願から合否判定

までの短期間で迅速に審査することが困難であった。

背景

狙い・

工夫

調査票

作成

• 本部にて、調査票（エクセル）を作成。

• 調査項目：
➢ 研究内容の概要、URL

➢ 規制にかかる貨物の設計、研究有無

➢ はみ出し技術の保有有無、等

• 調査票の参考資料として、リスト規制対象貨物一覧を添付。

調査票

配付

• 調査対象は理系（実験系）研究室の主宰者全員。

• 部局事務部門を介して「安全保障輸出管理に関するリスク度調

査」の実施を通知。

• 前年度から研究内容に変更のない研究室は回答不要。

参考資料1

回収・

集計
• 研究室の回答を部局事務部門が取りまとめの上、本部に集約。

書面内容

確認

• 本部で内容を確認。

• 新設や研究内容に変更があった研究室はHPや、調査票の内容

の精査等により研究内容を追加確認。

• 機微度が高いと思われるが回答内容に疑義がある、または回答

未提出の研究室を詳細調査先として抽出。

詳細調査

• 主に上記の条件で抽出した研究室に対して、メール等で追加

ヒアリングを実施。

• 大型研究装置を所持しているなどの場合は必要に応じて実地調

査も実施。

• リスト規制技術を扱う可能性を基に研究室のリスク度を「高い」

「低い」の二段階で評価し、結果を部局に通知。周知・啓蒙の観

点から通知時には理由や注意事項を伝達。

• 結果を踏まえて、以下の濃淡管理を実施：
➢ リスク度が高い研究室は留学生等の受入れ時に本部への事前

確認シートの提出を必須とし、本部がチェックする。必要に応じて、

貨物の輸出や、非居住者等に技術を提供する際は外為法等に

従い所定の手続を行う旨の誓約書を徴取している。

➢ リスク度が低い研究室での受入れは、懸念事項に関するチェック

項目に該当しなければ受入れ部局での確認とする。

リスク評価

・活用

調査の実施フローとポイント
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参考資料

事例２ B大学

参考資料1-1 調査票（一部抜粋）

ポイント：

青字にクリックすることで、詳細なス

ペックを確認することができる
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参考資料

事例２ B大学

参考資料1-2 調査票（一部抜粋）

ポイント：

みなし輸出管理の運用明確化への

対応として、特定類型該当性につい

ても調査
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事例３ C大学
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輸出管理

マネージャー

輸出管理責任者

輸出管理

担当

（准教授）

部局輸出管理責任者

（当該部局の長、または

部局の長が指名する者）

基本情報

事例３ C大学

教員数・学生数 教員数 約2,300名

学生数 約16,700名

（内、留学生数 約2,000名）

事前確認件数 約4900件/年 

学部 ■人文科学系

■社会科学系

■自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 部局分散型の管理体制を採用。本部は7名体制（輸出管理責任者1名、教員1名、輸出管理マネージャー2名、事務職3名）。業務量の増加をふまえ今後

増員予定。部局輸出管理担当者（約70名程度）のうち、学内の輸出管理対象事案の大部分を占める理系学部の担当者数は10名程度。

輸出管理手続
• 各部局で一次審査を実施し、懸念事案については本部及び輸出管理統括責任者による二次審査を実施。部局分散型の体制ではあるが、部局による一次審

査の段階でも、貨物の輸出および技術の提供がある申請については本部の事前確認を経て審査完了としているため、実質的には中央集約型の要素もある。技

術提供のある案件については全て本部の専門人材が確認している。

• 技術の提供が想定されない海外出張（例：スポーツ大会）等については、部局確認で完了させるようにし、効率化を図っている。

特徴的な取組等
• 2017年から電子申請システムを導入。一次審査手続を電子化し、漏れのない正確な事前審査や審査データの一元化を図っている。

• 技術提供に関する最新情報や経済産業省からの通達等は、HPでの周知及び本部・部局担当者が入っている学内チャットで適宜共有している。

輸出管理体制

□中央集約型

■部局分散型

□その他

大学の基本情報

輸出管理統括責任者

部局輸出管理担当者

申請者（教職員等）

本部

相談

申請

回答

承認

照会

最高責任者

第一次審査
第二次審査

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

部局

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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機微度調査

事例３ C大学

調査の実施概要

頻度 不定期に実施

実施方法 ■書面 □実地 □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 □全研究室/教員

■一部研究室/教員

✓ 研究に携わる教職員

□その他

調査設計の背景

• 学内審査の効率化や実効性の改善、教員への周知を図る

とともに、輸出管理に関する活動状況を調査することも目的

としている。

• 該非判定の確実な実施、審査のリードタイム削減、みなし

輸出管理の運用明確化への対応の観点から、調査では、

研究者の技術管理の情報のみならず所属する留学生・研

究生の人数や各種輸出管理に関する活動状況を少ない設

問数で回答を求める。

• 研究インテグリティ関連の知りえた情報を記録し、システム上

で一体的に情報を管理。

• 技術提供に係る輸出管理上の潜在的リスクの把握と審査

手続の効率化及び特定類型に対する適切な輸出管理の

実施が必要な状況であった。

背景

狙い・

工夫

調査票

作成

• 調査の計画を作成し学内オーソライズ。

• 本部にて調査票を作成。

• 調査項目：
➢ 研究内容の概要、リスト規制に関する貨物技術の有無

➢ 留学生や研究者等及び特定類型該当者の研究室所属の有無

➢ 外国の機関・大学等との共同研究の有無

➢ 安全保障輸出管理手続の実施状況（海外出張、留学生や研究

者の受入、 貨物の輸出（ハンドキャリーの有無含む）、技術の提

供、等） 

➢ 該非判定勉強会への参加意向、自由記述欄（意見収集） 

調査票

配付

• マイクロソフトのフォーム機能を用いて実施。学内通知を発出し教職

員限定の HP でも告知。

• 日々の審査にて教員へ個別に回答を依頼。

回収・集計 • マイクロソフトのフォーム上で提出された回答内容を本部で集計。

評価・活用

• リスト規制の確認結果を中心に（必要があると判断した場合に）

個別のヒアリングを実施し調査結果の精度を担保する。

• 調査結果は、各種受入審査（特に、機微な技術提供がありそうな

場合や特定類型該当者の受入）において補完情報として活用。

• 濃淡管理：研究科及び専攻等の技術の機微度に応じて、レベル

1~3に区分。留学生受入時の輸出管理審査の申請について、レベ

ル1は必須、レベル2は研究室によって必須、レベル3は懸念事項があ

れば実施する運用としており、レベル1は理系、レベル3は文系、レベ

ル2は文理融合分野が該当。

参考資料1、2

今後の

予定

• 必要に応じて実地調査を実施。

• 調査結果を以下の形で活用予定：
➢ 事前審査に係る審査時間の短縮。

➢ 研究インテグリティ関連リスクを漏れなく適確に管理する体制の構築。

➢ 本調査で聴取した各種情報を参考に監査対象者を抽出・選定。

➢ 2024年度は輸出管理に関する e-Learning を義務付け、同時に、

研究に携わる教職員に技術調査を（入力フォームも学内専用シス

テムに変更）依頼。また、新たな採用・受入時にも対応を依頼。

調査の実施フローとポイント
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参考資料

事例３ C大学

参考資料1 調査票（1/3）
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参考資料

事例３ C大学

参考資料1 調査票（2/3）

注）リスト規制対象貨物一覧

が別紙1。別紙1とは別に規制

対象となっている設計、製造、

使用の技術が別紙2として添付

されている

ポイント：別紙としてリスト規制対象貨物一覧

を確認できるようにしている（参考資料2-1）

ポイント：別紙として、その他の規制対象

技術（設計、製造、使用）一覧を確認

できるようにしている（参考資料2-2）
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参考資料

事例３ C大学

参考資料1 調査票（3/3）

ポイント：

みなし輸出管理の運用明確化への

対応として、特定類型該当性につい

ても調査
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参考資料

事例３ C大学

参考資料2-1 調査票の添付資料

経済産業省 説明会資料より引用（一部追記）
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参考資料

事例３ C大学

参考資料2-2 調査票の添付資料
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参考資料

事例３ C大学

参考資料2-3 調査票の添付資料
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事例４ D大学
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最高責任者

教員等

部局管理責任者

部局輸出管理アドバイザー

窓口：教員の所属する部局のチーム

（部局輸出管理担当者）

「二次審査」を付託

事前・随時

の相談

基本情報

事例４ D大学

教員数・学生数 教員数 約700名

学生数 約7,100名

（内、留学生数 約150名）

事前確認件数 約400件/年

学部 ■人文科学系

■社会科学系

■自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 中央集約型の管理体制を採用。各部局による簡単な一次スクリーニング結果を本部に集約し、該非判定を一元的に実施。本部は兼任教員1名、専任教員1

名及び事務補佐員2名で対応。これに加えて全学横断的な調整を研究支援部門の事務担当1名が担当。

• 部局の輸出管理担当者はいずれも兼務であり、海外出張、貨物の輸出、外国人研究者受入は総務系、留学生受入は学務系の担当が一次スクリーニングを

実施。

輸出管理手続
• 海外出張に伴う貨物・技術の持ち出しや、国際共同研究、留学生受入れ等を予定する教員が部局輸出管理担当者に事前チェックシートを提出。リスト規制・

キャッチオール規制の対象となる可能性がある場合は、あわせて一次審査願を提出。

• 部局による一次審査では、事前チェックシートと一次審査願を確認し、本部による該非判定・取引審査を要す場合は本部に二次審査を申請、部局輸出管理

責任者が取引を承認する場合は部局にて書類を保管し、「写」を本部に提出することとしている。

• 本部では、二次審査として該非判定・取引審査を実施し、輸出規制対象の場合は経済産業大臣への輸出許可申請を実施。

特徴的な取組等
• 秘密情報管理、営業秘密管理等とのリンク（技術流出防止）、利益相反マネジメントとのリンクにより、トータルリスクマネジメントを実施している。

• 基礎科学分野の研究活動に係る例外適用は、「基礎研究」との混同を避けるために、用いないこととしている。

大学の基本情報

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

輸出管理統括責任者

研究支援部門

輸出管理責任者、輸出管理アドバイザー、事務担当者

部局

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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調査票

作成

• 本部にて各種調査票（特許出願、共同研究契約、兼業、その他

個別事案の申請時のチェックリスト）の様式を作成。

• 調査項目：
➢ 提供する技術・物品の名称とリスト規制・キャッチオール規制の該非

調査票

の記入

• 教員等に同調査票の提出を義務づけ。

回収・

集計

• 教員等はMoodleに同書類をアップロード（エクセルまたはワード形

式）する形で提出。

• 調査票を提出しないと次の申請ステップに進むことができない形態

とすることで全件回収を担保。

詳細調査
• リスト規制に関連する物品を扱っているなど、輸出管理の観点か

ら慎重な確認を要する回答が見られた場合には対面ヒアリングを

実施。

リスク評価

・活用
• 担当者ベースでの各研究者の研究状況の把握に活用。

今後の

予定

• 研究インテグリティの確保に向けた対応を本格化させていく上で、

共同研究、各研究者の活動、兼業状況、本調査結果を含む輸

出管理に関連するすべてのデータを統合し、活用していくことを検

討。

• これまでの調査対象は共同研究を積極的に実施する教員が中心

であったが、今後は基礎研究等に主眼を置く教員へも対象を拡

大し、機微な貨物・技術の保有状況の調査を進めていく予定。

書面内容

確認
• 本部で内容を確認。

機微度調査

事例４ D大学

調査の実施概要

頻度 必要に応じて（特許出願、共同研究を実施する時等）

実施方法 ■書面 ■実地（必要に応じて） □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

□周知（教員の理解促進等）

対象者 □全研究室/教員

■一部研究室/教員（特許出願、共同研究等に係る

 申請があった教員等）

□その他

調査設計の背景

• マンパワーの制約を考慮し、網羅的な一斉調査の定期実施

ではなく、特許出願、共同研究、兼業、その他個別事案の

申請の都度、申請教員の機微な貨物・技術の保有状況を

提出書類でチェックし、その結果をデータベースに整理すること

で情報を蓄積する方法（リアクティブ形式）を採用。

• まずはエクセルファイルで管理することとした。

• 機微な貨物・技術の学内の保有状況や各研究室の研究

内容について体系的なデータベースを構築したいと考えていた

が、網羅的な調査は人的リソースの制約から実施困難で

あった。

背景

狙い・

工夫

調査の実施フローとポイント

参考資料1
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参考資料

事例４ D大学

参考資料1 調査状況の管理様式（例）

ポイント：

以下の調査タイミングで得られた内容をエクセル形式で集約している

①事前の個別相談時

②共同研究/受託研究開始前の ｢研究インテグリティに係る回答書｣

の一部

③海外機関とのMTA/NDA締結前の個別ヒアリング

④海外機関との兼業申請時における個別ヒアリング

⑤知的財産 (特に発明) 届出
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事例５ E大学
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基本情報

事例５ E大学

教員数・学生数 教員数 約220名

学生数 約4,000名

（内、留学生数 約140名）

事前確認件数 約60件/年

学部 ■人文科学系

■社会科学系

■自然科学系

□医歯薬系

管理体制
• 中央集約型の管理体制を採用。文系中心の小規模大学であることから各学部に輸出管理部門を置かず、本部の研究社会連携担当課長が輸出管理の実務

を担当。同課長の指揮下で、研究推進担当の事務職員1名が各種提出資料の確認や説明会準備等の実務を実施している。

輸出管理手続
• 貨物輸出や研究者受入れ等の事案が生じた際には各学部から本部の研究推進担当係に事前確認シートを提出し、必要に応じて該非判定や取引審査を実施。

• 事前確認シートは、「貨物の輸出・技術の提供」と「外国人の受入れ」の2種類を用いている。

• 「貨物の輸出・技術の提供」について、海外出張や学会発表に伴う提出件数が多い。

• これまでに許可申請実績は無い。

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

大学の基本情報

輸出管理最高責任者

（学長）

輸出管理統括責任者

（研究担当理事）

研究社会連携担当部署 課長

研究推進担当係（事務）

輸出管理責任者

（産学連携関連センター長）

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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機微度調査

事例５ E大学

調査の実施概要

頻度 四半期に1回

実施方法 □書面 □実地 ■その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

□周知（教員の理解促進等）

対象者 ■全研究室/教員

□一部教員/研究室

□その他

調査設計の背景

• 輸出管理担当のマンパワーの不足をふまえ、学内教員に質

問票への回答を要請する調査形式ではなく、本部において

学内の研究者データベース等の既存情報で各教員の研究

内容を調査し、その結果を一覧化する方法を採用した。

• 大学の安全保障貿易管理に関する経済産業省・文部科

学省合同調査にて機微技術の学内保有状況を問う設問

があり、適切に回答すべく、学内教員の研究内容と技術の

保有状況を把握することとした。

背景

狙い・

工夫

学内調査

• 本部にて、常勤の全教員を対象に大学の研究者データベース、事

前確認シート、ホームページなどで各教員の研究内容や機微技術

の保有状況等を調査し、その結果を基に一覧表（エクセル）を

作成。
➢ 大学独自の研究者総覧（Web公開）や部局ホームページから、

教員、研究テーマ、内容、キーワード等の情報を抽出し、リスト化。

➢ 機微度が高い技術を伴う研究を行う研究者は色付けして可視

化する。

• 教員の異動等を反映するため、四半期を目途に事務担当者が1

人でリストを更新（所要期間は1週間程度）。
➢ 研究内容変更の可能性をふまえ、在籍中の教員を含む全常勤

教員を対象に見直しを実施。

• 本部による把握が目的のため、教員へは結果を通知していない。

詳細調査

• 確認の結果、リスト規制に該当する可能性のある場合は研究者

へ詳細調査（メール）を実施。
➢ 詳細調査では研究内容の確認を行うと共に、該当する可能性の

あるリスト規制項目をマトリクス表からリストアップし、該非を教員

と共に確認。

➢ 必要に応じて実地調査を実施。

リスク評価

・活用

• 一覧表で整理した情報については、個別事案に係る事前確認

シートの確認などの通常の輸出管理業務に活用している。

• 担当者が兼務している産学連携業務にも寄与している。

調査の実施フローとポイント
参考資料1
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参考資料

事例５ E大学

参考資料1 一覧表

ポイント：

• 「研究分野」「研究キーワード」は学内研究者総覧HPから転記。研究キーワードについては、研究者総覧の他、所属組織（学部等）のHPよ

り転記。

• 「研究分野」が、経産省のガイダンスにある「慎重な審査が必要となる研究分野一覧」にリストアップされている分野に該当する場合は、「慎

重な審査が必要となる研究分野一覧に該当するか否か」に〇を付ける。

•  「注意度」 は「研究分野」、「研究キーワード」、研究者総覧HPに記載されている論文などの情報から総合的に判断して決定。内容的に、リ

スト規制該当の可能性がある場合は、該当の教員に個別調査を行い、その結果を「聴き取り結果」に記載。

• それ以外に、事前確認シートの判定時などに得た情報があれば「聴き取り結果」欄に追記する。
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事例６ F大学
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基本情報

事例６ F大学

教員数・学生数 教員数 約580名

学生数 約4,900名

（内、留学生数 55名）

事前確認件数 0件（過去提出実績なし）

学部 ■人文科学系

□社会科学系

□自然科学系

□医歯薬系

管理体制
• 教育系単科大学であり、管理対象範囲が限定されていることから中央集約型の管理体制を採用。理事直轄の部署である研究支援関連部署が輸出管理業

務を担当。同部署は輸出管理に限らず、地域連携、研究用務などを主に担当している。

• 部署の構成は、課長1名、副課長1名、統括係長1名、係長1名、主任1名、職員1名、非常勤職員2名の合計8人。基本的に輸出管理業務は兼務として実

施している。

輸出管理手続
• 輸出管理手続は基本的に経済産業省のガイダンスやモデル規程の通りの体制・手続を採用。教員が事前確認シートを提出し、研究支援関連部署で集約する

手続としている。事前確認シート等は紙媒体で運用している。

• 人文科学系大学であることもあり、現在までに該非判定・取引審査にまで至ったことはない。

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

大学の基本情報

輸出管理統括責任者

研究支援関連部署

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

教職員

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*



44

機微度調査

事例６ F大学

調査の実施概要

頻度 1年に1回（1月頃）

実施方法 ■書面 □実地 □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 ■全研究室/教員

□一部研究室/教員

□その他

調査設計の背景

• 調査では、リスト規制該当技術・貨物の保有状況を確認。

• 教育系単科大学であることもあり、教員は輸出管理にあま

り馴染みがないことから、教員への普及・啓発目的も兼ねて

調査を実施。

• 調査の際は経済産業省のリーフレットや合体マトリクス表を

学内掲示板に掲載し、教員自身が不明点を調べられるよう

にしている。

• 文系学部のみの自学では外為法に関係する技術・貨物等

は保有していないと認識しているが、この認識が正しいことを

確認するために網羅的に調査を実施することとした。

調査票

作成

• 本部にて調査票を作成。

• 調査項目：
➢ 通常兵器・大量破壊兵器等に係る研究の実施の有無

➢ 兵器等への転用が可能な技術の保有状況

➢ 上記に該当する貨物（装置・材料・設計図・生物等）の保有

状況

調査票

配付

• 理事名（輸出管理統括責任者）で各教員に回答を依頼。

• 学内の教育情報システム上（Web）で回答。教員がシステムに

アクセスすると調査依頼が表示。

• 普及・啓発を兼ねているため、経済産業省のリーフレットや、合体

マトリクス表も学内掲示板に掲載し、教員が自身で調べられるよ

うな仕組みにしている。

回収・

集計

• 回答期間は1か月程度。

• 設問数は3問で、設問内容もかみ砕いた内容であるため容易に

回答可能。新しい教員も問題なく回答している。

• 学内システムで本部が集計を実施。

リスク評価 • リスト規制該当技術を保有していないことを確認。

参考資料１

背景

狙い・

工夫

調査の実施フローとポイント
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参考資料

事例６ F大学

参考資料1 調査票
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事例７ G大学
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基本情報

事例７ G大学

教員数・学生数 教員数 約300名

学生数 約4,400名

（内、留学生数 約60名 ）

事前確認件数 約90件/年

学部 □人文科学系

□社会科学系

■自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 輸出管理業務は、輸出管理統括責任者を委員長とする安全保障貿易管理委員会（以下、委員会）の指揮下で委員会事務局と国際関連担当部署が担

当。

• 事務のとりまとめは国際関連担当部署であるが、実務の大部分は委員会事務局に所属する 2名の事務職員が実施している。

輸出管理手続
• 輸出の場合は、取引を行う教職員等が「輸出申請審査書」を委員会に提出。委員会が該非判定を実施し、必要に応じて経済産業省への相談・許可申請を

経て取引を承認している。

• 人の受入れ等については、受入れを行う教職員等が事前確認を委員会事務局に提出。委員会事務局が一次審査を実施し、委員会による審査を必要と判断

した場合には、輸出に準ずる手続により確認と承認を実施。委員会の審査を不要と判断した場合には事務局が取引を承認。

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

大学の基本情報
*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

輸出統括最高責任者

安全保障貿易管理委員会

事務局
国際関連

担当部署

※その他研究インテグリティ関連部署・利益相反管理関連部署と連携

輸出管理統括責任者

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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機微度調査

事例７ G大学

調査の実施概要

頻度 3年に1度（7月~10月）

 ※一部対象者については中間調査を実施。（年1回）

実施方法 ■書面 ■実地（必要に応じて） □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 ■全研究室/教員※以下を除外対象としている

✓ 教育関連センター所属の講師、メンバー等

✓ 助手、クロスアポイントメントの教員

□一部研究室/教員

□その他

調査設計の背景

• 該非判定に係る教員の負担軽減及び登録漏れの防止を

目的に、経済産業省アドバイザーの支援を受けて該非判定

項番推定支援ツール（以下、調査ツール）を導入し、これ

を用いた調査を実施。

• 既存の学内申請システムと親和性が高い調査ツールを導入

することで、申請・調査に係る教員の負担を軽減。

• 調査時期は教員の業務負荷が少ない夏場に設定。

• 昨今の国際情勢下での大学による安全保障貿易管理の

重要性の高まりや、これに関連した関係省庁の指導をふまえ、

学内のリスト規制品（貨物・技術）の管理を強化し、学内

の機微技術保有状況とその管理者の全体像を把握する必

要性を感じていた。

背景

狙い・

工夫

調査の実施フローとポイント

リスク評価

・活用

• 調査結果を研究インテグリティや利益相反管理の関連部署と連

携し、輸出管理や兼業管理の濃淡付けに活用。

• 研究室を①重点管理セクション、②管理セクション、③通常管理

セクションに分類し、①＞②＞③の順で厳格な管理を実施。

• 研究者自身も調査を通じて、機微技術に関する認識と理解を深

め、自身の機微技術保有の有無について把握できた。

調査票

作成
• 本部にて学内申請システムを用いて調査票（調査対象者

リスト）を作成。

調査票

配付

• 調査対象者あてにメールで通知文（調査ツールの操作利用説明

書を含む）を送付。

• 各教員は、自らが保有する貨物・技術に関連しうる項番の特定と

その該非判定を調査ツールを用いて実施し、その結果を学内申請

システムへ登録。

• 調査非対象年度には中間調査として、調査で「保有あり」・「保

有かつ該当あり」と回答した教員の追跡調査および当該年度の

新任教員向け調査を実施。

参考資料1

回収・集計

• 100%の回答率を実現。

• 申請システムの管理者画面を通じて教員がどのような技術を保持

しているか本部で確認。

• 教員の回答内容は管理表としてエクセル化され、管理表には過

去2年間の保有履歴が記録されている。

参考資料2

詳細調査 • 回答内容に懸念がある場合は、追加で実地調査を実施。

参考資料3
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参考資料

事例７ G大学

参考資料1 調査票
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参考資料

事例７ G大学

参考資料2 実施の通知文

調査時期は教員の業務負荷が少ない夏場に設定。
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参考資料

事例７ G大学

参考資料3-1 調査票の管理者画面
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参考資料

事例７ G大学

参考資料3-2 調査票の管理表
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事例８ H大学
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基本情報

事例８ H大学

教員数・学生数 教員数 約1,400名

学生数 約1,800名

（内、留学生数 数名）

事前確認件数 約1件/年

学部 □人文科学系

□社会科学系

□自然科学系

■医歯薬系

管理体制
• 本部の研究インテグリティの担当部署が、同業務の一部として輸出管理を担当する中央集約型を採用。

• 輸出管理統括責任者、輸出管理責任者および担当者の3名体制で輸出管理業務を実施。

• このほか各キャンパスの総務担当が受付窓口として、事前確認シートなど必要な審査書類の形式的確認を実施。

輸出管理手続
• 輸出管理対象となる取引が生じた際は、各キャンパスの受付窓口が教職員等からの申請を受理し、書類の不備等を確認。

• その後窓口から本部に必要書類を提出し、本部で輸出管理責任者による一次審査及び輸出管理統括責任者による二次審査を実施。

特徴的な取組等
• 海外から研究者を受け入れる際には奨学金の利用や入学のためのセキュリティチェックを実施しており、併せて事前確認シートの提出を求めている。

• 常勤・非常勤を問わず、研究者番号を持つ研究者及びそれに係る研究支援者を対象に安全保障輸出管理に係る研修を実施している。

輸出管理体制

■中央集約型

□部局分散型

□その他

大学の基本情報

最高責任者

各キャンパス受付窓口

教職員・学生

輸出管理担当部局

輸出管理

統括責任者

輸出管理責任者

*特段の記載がない限り、資料中の「本部」は輸管事務局を指す。

管理体制・方法の概要・特徴

管理体制図*
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機微度調査

事例８ H大学

調査の実施概要

頻度 年1回（12月~1月）

実施方法 ■書面 □実地 □その他

付随的な

実施目的

■学内管理の効率化・実効性改善

■周知（教員の理解促進等）

対象者 ■全研究室/教員

□一部研究室/教員

■その他

✓ 大学病院の検査部門も対象

調査設計の背景

• 教員の作業負担の軽減と、輸出管理に対する意識啓発を

図る観点から、従来から継続的に実施されて研究者の認知

度も高い文部科学省の病原性微生物保有状況調査（以

下、文科省調査）と機微度調査を統合して一体的に実施。

• 調査実施にあたり、これまでに文科省調査を担当していた医

学系部署と連携し、同部署が専門的見地からアンケート項

目の精査を実施。

• 研究インテグリティの担当部署として、学内のあらゆるリスク

の所在を把握する必要があった。

• 医学系の研究者が安全保障輸出管理の必要性を認識し

ていない状況であった。

背景

狙い・

工夫

調査の実施フローとポイント

調査票

作成

• 文科省調査に掲載されている対象ウイルス等のリストに、リスト規

制の生物兵器項目に該当するものを追加する形で Webアンケー

トフォームを作成。
➢ 調査対象ウイルス等を①文科省調査のみ対象、②文科省調

査・リスト規制双方の対象、③リスト規制のみ対象の3区分に分

類。

• 共同で調査を実施する医学系部署にて、アンケート項目の精査を

実施。

• 混乱を招く可能性があるため、リスト規制一覧は記載せず、各設

問に関連する政省令の条項のみを記載し、深掘りは回答者に委

ねている。

調査票

配付
• 各部局担当者を通じて、研究室に対してメールで展開。

• 問合せ対応は本部が担当。

参考資料1

回収・

集計

• 本部にて回答を集計。

• 集計結果を、共同で調査を実施する医学系部署と確認。

• 回答結果をもとに研究室名と該当ウイルスをエクセルで一覧化。

• 学内で保有するウイルスはほぼ固定化されているため、前年からの

変更部分のみを確認することで業務を効率化。

参考資料2

リスク評価

・活用

• 学長・副学長などの経営陣に学内のリスクと安全保障貿易管理

の必要性を認識してもらうための啓蒙資料として活用。

• 危険物質の保有状況に関する当局ヒアリングに対応する際にエビ

デンスとして活用。
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（1/6）

ポイント：

①病原性微生物の管理対象、②病原性微生物・安全保障貿

易管理共通対象のもの、③安全保障貿易管理における規制

対象のもの、の3つのカテゴリーに分けてフォームを作成
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（2/6）
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（3/6）
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（4/6）
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（5/6）
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参考資料

事例８ H大学

参考資料1 調査票（Webフォーム）（6/6）
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参考資料

事例８ H大学

参考資料2 実施の通知文

ポイント：病原性微生物の

管理・保管に関する保有状

況調査と合わせて実施

ポイント：集計の作業効率

化のため、フォームを用いて回

収
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